
平 成 2 0 年 9 月 1 6 日 

危機管理室安全・安心担当課 

 

 

「北海道洞爺湖サミット」期間中の 

練馬区における警戒態勢について 

 

 

 平成20年7月７日～9日に開催された「北海道洞爺湖サミット」において、練馬区

として、下記のとおりの警戒態勢を敷いた。 

 

記 

 

１ 関係機関との連絡調整 

 

 ⑴危機管理対策セミナーの開催（平成20年2月25日） 

    区内各警察署と共催で開催し、区内の各種公共機関（交通事業者・ライフラ

イン事業者など）に対し、サミットに対するテロ行為防止策についての講習会

を開催した。 

 

 ⑵「北海道洞爺湖サミット警戒態勢連絡協議会」（平成20年6月19日） 

    区内の関係機関・事業者等に参加を呼びかけ、サミット警戒態勢の情報交換・

意見交換を行い、警戒態勢の確認を行った。 

 

    ※参加メンバー   練馬区・区内各警察署消防署・自衛隊 

               区内鉄道事業者・ライフライン事業者   など 

 

２ 区立施設における警戒強化 

 

 ⑴各区立施設の警戒強化 

    各管理職に対し、施設の巡回点検等の強化および緊急事態が発生した場合の

「練馬区危機管理指針」に記載する情報連絡体制の再確認等を文書により通知

した。 

 

 ⑵管理職等による警戒強化 

    全管理職および各フロア室内管理責任者に「サミット警戒中」と記載された

腕章を配布する。配布を受けた者は警戒期間中（6月27日～7月9日）腕章を

着用し、通常業務のかたわら周囲を警戒した。 

 

３ 区民に対する意識啓発 

  

 ⑴「サミット警備協力会」の設置（平成20年4月） 

    サミット期間中における各警察署管内の警戒活動について、警察署・練馬区・

町会自治会や防犯協会といった地域住民団体等が一体として行うことを目的

として、各警察署単位で設置した。 

 



 

 

 

 

 ⑵ 区民に対する啓発・注意喚起 

     主に下記のとおり区民に対し啓発・注意喚起を行った。 

      ・ ねりま区報（7月1日号）・練馬区ホームページへの記事掲載 

      ・ 「ねりま安全安心メール」での注意喚起 

      ・ 東京都作成のチラシを区立施設等を通じて区民に配布 

      ・ 町会自治会・ＰＴＡ・「地域防犯防火活動実施団体」に対し、サミッ

ト期間中の警戒強化を文書により依頼 

 

 ⑶ 「安全安心パトロールカー」における巡回強化 

    24時間巡回パトロール事業において、サミット期間中（7月7日～9日）、「サ

ミット警戒中」と車体に表示するとともに、パトロール台数を１台増車して

駅・集客施設周辺をまわり、巡回強化に努めた。 


